
◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 皆さん、おはようございます。出席委員も定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、審査日程第３号によって進めます。

昨日に引き続き、決算議案７案件に対する総括質疑を

行います。 

 市政クラブの質疑を許します。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 おはようございます。市政クラブの総括質疑をさせ

ていただきます。 

 歳入歳出決算書43ページ１款２項１目、合わせて審

査意見書７ページと８ページもご覧ください。 

 固定資産税収入未済額についてですが、前年度より

約200万円ほど担当課のご努力により減っているとい

うことが読み取れました。ですが、まだまだ残りの残

高がある中で、このような金額が残っているっていう

のはどのようなケースで未収になっていることが多い

のでしょうか。現状と対策はどのようか、お聞かせく

ださい。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（本 間   純 君） 

 固定資産税の未収金の関係のお尋ねでございますけ

れども、税を滞納される方のケースでございますが、

主に税金を納める余裕のない経済的に困窮している世

帯が多いということでございます。ただ、固定資産税

に限らず滞納されている方については、他の税目につ

いても滞納されているケースが多いようでございます。

ただ、市税全体の収入額17億3,300万円でございますけ

れども、そのうち固定資産税が７億7,800万円というこ

とで、市税に占める割合が約45%ということで、納税者

にとっては負担感が多いというふうに感じていらっし

ゃるのかと思います。その収納対策でございますけれ

ども、こちらにつきましては、納税相談員を配置する

など、納税相談や納付指導、あるいは日中仕事等で納

付できない方については、夜間納税相談の開設、ある

いはコンビニ収納など納税しやすい環境を整えている

ところでございます。これからも収納完納に向けて努

めてまいりたいと思います。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 いろいろなご努力をされているということがわかり

ました。ですが、空き家も増加傾向にあります。更地

にしますと、軽減措置が受けられなくなるということ

で、税率が戻るんですけれども、私たち市民にとって

は戻るという感覚よりも、税金が上がるというイメー

ジがちょっと定着しておりまして、その税率が戻ると

いうことと、解体工事費もかさむということで、なか

なか危険な家屋であっても解体できにくいというお話

をお聞きもしております。今課長仰られたように、現

年度とか前年度の徴収には、これからもご尽力いただ

きたいと思います。それと、あとさらに空き家対策と

して、空き家の除去対策として、解体費への助成とか、

固定資産税の減免とか、市独自の対策など何かお考え

はございますでしょうか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 空き家対策についてのお尋ねであります。私のほう

からお答えいたします。まず空き家の利活用につきま

しては、定住応援課のほうでさまざまな支援策を取っ

ております。建設課においては、不良住宅の除去に対

する支援というふうなことで、令和元年度から行って

おります。この制度につきましては、空き家が危険な

状態にあることを放置することが原因で、第三者のほ

うに危険が及ぶことを未然に防ぐ制度であります。そ

の空き家の基準が、不良住宅としての基準を満たし、

不良住宅と判定された場合に補助する制度であります。

昨年度の実績としましては、３件事前申請がありまし

て、不良住宅と判断されたものが２件でありました。

この制度につきましては、昨年度から出来ておりまし

て、少しでも危険な空き家を減らしていきたいという

目的であります。その中で判定基準がありますけれど

も、その判定基準が課題として、非常に厳しい判定基

準というようなところで１つの課題として捉えており

ます。これは国の判定基準に基づいて評価していると

ころであります。その補助制度から外れた場合の対策

をどうするかっていうことも１つ課題としてあります

ので、今後関係機関と調整しながら、総合的な空き家

対策というふうなことで検討していく必要があると考

えております。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 よろしくお願いいたします。次の質問に移ります。 

 50ページ13款１項６目１節、こちらも審査意見書の

７ページと８ページもご参照下さい。住宅使用料の収

入未済額について、こちら回収できない理由と対策は

どのようか教えてください。 



◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。まず令和元年度の住宅使用料の

未済額というふうなことで、1,892万3,100円となって

おります。こちらのほうの内訳としまして、現年分の

ほうが175万4,400円で、過年度分が1,716万8,600円と

なっております。年々増加しているような状況であり

ますけれども、対応としましては、尾花沢市の市営住

宅の使用料の滞納整理取扱要綱があります。こちらに

基づいて、収納できるような形で対応しております。

日々の催促とか督促につきましては、入居者さんにつ

いて月１回、あと明渡し者については、年に２回督促

と催促を行っております。また高齢者など低所得者に

つきましては、未納額が増えているという方について

は、少しでも支払いができるような分納の制度を勧め

まして、定期的な納付に繋がるように努めているとこ

ろであります。回収できない理由というようなところ

でありますけれども、先ほどの市税の関係と同じよう

に、所得のほうが低い方が入居なさっているというよ

うなところで、例えば離職や休職で低所得となりまし

て、口座振替のほうが不能になった場合とか、あとは

入居者本人のほうとなかなか連絡が取れず、連帯保証

人のほうにも連絡しているのですが、連絡が取れない

でそのままになっているような状況であります。以上

であります。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 固定資産税同様、なかなか厳しい経済状態というこ

とで、支払いたくても支払えない方も中にはいらっし

ゃるのかなと思ったところです。そして今年に入りま

して、コロナ禍ということで、さまざまな影響が出て

おります。ですので、今年度はさらに増加傾向になる

のではないかと、私心配しているところですけれども、

今のところどうでしょうか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 今のコロナ禍の状況での今後の使用料の推移という

ようなところでありますけれども、まず経済対策の支

援の１つとしまして、市営住宅の使用料の納付の猶予

というような形で第１弾でさせていただきました。そ

れで、実際行った方はいらっしゃいませんけれども、

３件ほど相談を受けた形であります。今後このような

コロナの状況が続けば、なかなか収納率のほうも上が

ってこないような状況になるのかなというふうには捉

えております。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 税金とか、やはりそういったものは公平性を保つ上

でも、なるだけお支払いしていただく必要があるのか

なと、財源の確保という意味でも、なるだけお支払い

していただければなと思うところですが、そういった

後からお支払いする方に関しては、より細やかな気持

ちで神経を使われて収納に努めていただく必要がある

のかなと思うところです。それと、税金にはですが、

不納欠損というのがありますけれども、市営住宅使用

料などに対してはないようですが、市としての、こち

らの滞納に対する市の考えはどのようでしょうか。減

免とか、平成26年度以前の未納額について、市の考え

まとめていただいて、条例などを作られたらいかがか

なと思いますが、そのような対策をお考えはございま

せんでしょうか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 会計管理者。 

◎会計管理者（間 宮   明 君） 

 私のほうからは、税金に不納欠損があるか、市の未

収金対策について、そして最後の債権管理条例につい

てお答えいたします。 

 税金には不納欠損があるが、市営住宅使用料の滞納

に対する市の考えですが、市税など公法上の債権いわ

ゆる公債権の場合、時効の援用を得ることなく時効の

完成により債権は消滅するので、確かに不納欠損処理

が行えます。一方、公営住宅使用料などの私法上の債

権と言われる私債権の場合は時効が完成したのみでは

債権が消滅せず、時効の援用が必要となります。時効

の援用とは債務者が時効の完成を主張することであり、

私債権の場合、この時効の援用がない場合、債権が消

滅しないこととなっております。よって債務者が行方

不明などにより時効の援用ができない場合は、債権者

である市が債権の放棄を行わない限り、原則として債

権を消滅しないこととなっております。したがいまし

て、債権の放棄を行う場合は、地方自治法第96条第１

項第10号の規定による議会の議決が必要となります。

では先ほどの未収金対策についてですが、去る７月に

全庁的な収納対策本部会議を開きまして、収入未済と

なっている滞納債権の実態を確認し、滞納になってい

る債権の納入促進と適切な管理にむけて再確認をした



ところであります。ここでですが、そして改めて所管

課保有の未収金の債権の状況と実態を把握するため、

未収金発生からの時効期間や時効の中断、並びに債権

放棄や不納欠損などを１つひとつ整理をしているとこ

ろでございます。ここで重要なことは、担当課職員が

債権管理の法的手続きを正確に理解し、粘り強く誠実

に債務者と交渉を行うこと。加えて債権が存在する間

は、引き継ぎをしっかり行い継続して債務者に対応し

ていくことを認識しているところでございます。そし

て、ご提案の債権管理条例についてですが、すでに制

定している自治体の例をいくつか拝見させていただい

たところ、いずれの団体も概ね同様の内容で、特にポ

イントとなるのは、債権放棄すなわち市長において不

納欠損処理ができる場合の規定でありまして、大きく

以下の３点がございます。 

 まず１点目が、生活困窮状態で資力がなく、弁済の

見込みがないもの、２点目が破産法により債権の整理

が確定したもの、そして３点目が消滅時効にかかる時

効期間満了の場合などとなっています。この内容を見

ますと、まず１番については、抽象的な規定のため条

例の有無に関係なく、結局は１つひとつのケースを詳

細に調べて、本当に納入する見込みがないことなどを

個別に具体的に検討判断する必要がありまして、実務

上、条例制定のメリットが明確ではないのかと思って

いるところです。２番目の破産法につきましては、そ

もそも条例に規定する必要がないのではないかと、そ

して３番目の消滅時効につきましては、私法上の債権

については、債務者からの時効の援用を待たずに債権

放棄することが本当に妥当なのかなどを踏まえまして、

条例制定の必要性や条例内容についてはさまざまな検

討すべき課題があるのではないかと考えておるところ

でございます。これらのことから、条例制定が本当に

債権管理の課題解決につながるのかという観点も含め

まして、収納対策本部において債権管理の適正化と収

納の促進、そして収入未済額の縮減に向けて検討して

まいります。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 いろいろ前向きに対策会議していただいてありがと

うございます。今のお話聞きまして、基本的にはケー

スによって１件１件きめ細やかな対応が求められてい

くのだなと思ったところです。大変な作業だと思いま

す。ですけれどもやはり、心の通う対応を引き続きお

願いしたいところです。 

 続きまして、81ページ２款１項１目14節の使用料及

び賃借料のうち、電算ソフト賃借料についてですが、

こちらは一般質問にもさせていただきました、ホーム

ページ使用管理料が含まれているとのことでした。一

般質問でお話しさせていただいて、課長のほうから、

多言語選択機能を前向きに検討していただくというお

返事をいただいておりますが、それに加え、その種類

ですけれども、英語・中国語・韓国語を付けられると

いうお話聞きましたけれども、それにタガログ語もま

たつけていただけないかと言うことでお願いしたいと

思いますがいかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。市ホームページの多言語選択機

能についてでございますが、ただ今、鈴木委員からあ

りますとおり一般質問の中でご質問いただきまして、

今後導入に向けて検討を進めてまいりたいと、答弁を

させていただいておるところでございます。タガログ

語というふうな部分も、今お話しございましたけれど

も、タガログ語については、フィリピンの公用語の１

つであるというふうに聞いておるところでございます。

今後導入に向けた検討においては、その言語の範囲に

つきまして、尾花沢での活用が多いと見込まれる言語

について検討をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 よろしくお願いします。続きまして実績報告書の11

ページ、事業名は職員研修事業です。こちら決算書の

79ページ２款１項１目９節にも不用額とありますが、

こちらについて、決算書の79ページ２款１項１目９節

不用額についてよろしくお願いします。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 79ページの２款１項１目９節旅費の不用額につきま

して、75万2,000円あまりとなっているところでござい

ます。これにつきましては、研修のための旅費という

ことで、150万円予算をいただいておるところでござい

ますけれども、その備考欄に研修旅費の実績がござい

ますように、研修旅費として124万円ほど使わせていた

だきましたので、研修旅費の不用額そのものについて

は、26万円ほどになるところでございます。その他の



金額、50万円近くにつきましては、まだ別の事業の不

用額というふうになっているところでございます。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 分かりました。そちら研修のほうが26万ほど使わな

いで残ってしまったという話ですけれども、昨日もち

ょっとお話ありましたけれども、報告書の11ページの

ほうに職員研修事業がありまして、その本市の課題解

決に向けた政策課題等の先進地研修というものは、私

たち議員の行政視察に同行されたことが研修となって

いるようでしたので、せっかく取っていただいた予算

をぜひ有意義に使っていただくために、職員の方自ら

が、先進地を調べていただいて、積極的に勉強見聞の

場を広めていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 市長。 

◎市長（菅 根 光 雄 君） 

 今、議員の行政調査の際の職員の方にも同行してい

ただいて、同じ目線で研修を受け、そしていろんな形

で市の行政に反映できるようにというふうな形に今な

っているわけでございますが、そこにはたぶんこの中

でもご存知の方も少ないと思いますけれども、以前は

職員が同行することはございませんでした。そして議

会の事務局員だけが随行すると、しかし、ちょうど三

位一体改革のあの辺り、財政的に非常に厳しい中で、

職員の随行も取りやめたことがございました。しかし、

本当に行政に携わる人たちが、現場を見ていろんなこ

とを議員の皆さんと話をしたり、いろんなことを吸収

するために随行して一緒に研修してくるってことはす

ごく大事であるということで、そしてその予算を取り

ました。そしてさらに、職員の皆さまにも、いろんな

形で切磋琢磨することももちろん大事でございますし、

いろんな勉強見聞を広めていただきたいということで

の予算をがっちり取っているわけです。前年度もその

予算はたぶん増えていると思いますけれども、今後も

そういった形でも積極的な職員の取り組みに期待をし

たい。その上での研修費は、私も取っていかなきゃい

けないというふうに思っています。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 本当に市長仰るとおりだと思います。そして職員の

方にはいろいろ見聞を広めていただいて、私たちにも

情報を教えていただいたり、情報交換したりできるよ

うになるように、現状課題とか、あとは第７次総合振

興計画にも役立つように、お互いそういった研修で切

磋琢磨していけるようにしていかなければならないと

思っているところです。私の質疑はこれで終わります。

ありがとうございます。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山格委員。 

◎奥 山   格 委員 

 それでは、私から総括質疑をさせていただきます。 

 まず最初に、２款１項11目ふるさと応援暮らし事業、

ページ数では95ページになります。実績報告書ですと

22ページにあります。これについては一般質問でも質

問がありましたけれども、なるべく重ならないように

質問したいと思いますけれども、このふるさと暮らし

応援事業について、新築住宅等助成事業、宅地取得等

助成事業、民間賃貸住宅等家賃助成事業、民間賃貸住

宅建設利子補給事業、雪国生活支援事業とあるわけで

すけれども、各事業について、この事業は本市への定

住を促進するための事業だと思われますので、その効

果として、各事業について市外から転入した人の割合

はどれくらいになっているかお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 お答えいたします。実績報告書の22ページのほうで

照らしてお答えしたいと思います。新築住宅等助成事

業につきましては、27件中４件が市外からの転入世帯

であります。次に宅地取得等助成事業につきましては

28件中５件が市外からの転入世帯となっております。

すいません、新築住宅等助成事業の割合ですけれども

14.8%となります。宅地取得等助成事業のパーセントと

しましては17.9％、続きまして民間賃貸住宅等家賃助

成事業につきましては、47件中36件が市内・市外から

の転入者でありまして、割合としましては76.6％とな

ります。民間賃貸住宅建設利子補給事業でありますけ

れども、これは２件ありまして、市外からの転入世帯

はございません。次に雪国生活支援事業でありますけ

れどもこれは１件中、１件ということで100％となって

ございますが、これにつきましては、そもそも市外か

らの転入者に対して除雪機の助成をするものでござい

ます。以上であります。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 



 どうもありがとうございます。こうしてみますと、

結構新築住宅でも４件、宅地取得助成でも５件という

ことで、民間賃貸住宅の家賃助成事業は36件ってこと

で、かなりの市外の方が、尾花沢市に定住されている

ので利用されているということが分かったところです。

なかなかやっぱり新築住宅を建てるのは難しいので、

賃貸の方が増えているんではないかなと思ったところ

であります。そしてこれ、昨年度の例と比較してみま

すと、昨年度、今回の雪国生活支援事業までの合計が

5,147万5,000円でした。そして前年度と比較しますと、

1,444万6,000円の増額になっています。このように増

加傾向にあるわけですけれども、これについて定住応

援課のほうではどのように、原因を捉えておられるか

お尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 さまざまな機会を捉えまして、定住に結びつくよう

な政策を取ってきた、またこの事業につきまして、市

内外に周知が図られたものと思っております。以上で

す。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 よく分かりました。今後ともＰＲに努めて、市外の

方の割合が多くなるような形でやっぱり事業を進めて

いっていただきたいなと思います。 

 それでは次に、空き家活用支援事業であります。空

き家活用支援事業につきましては、これ空き家改修、

家財道具処分について、空き家改修が５件、家財道具

処分事業が３件あるわけですけれども、このケースに

ついてどのようなケースが多いのか教えていただきた

いと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 お答えします。空き家改修事業につきまして５件あ

りましたけれども、申請された方の特徴としましては、

本町地区の空き家を購入し改修された方２名、市内の

本町地区以外からの転居された方でありました。また

本町地区以外の空き家を購入された方３名は、市外か

らの転入者になっております。過年度におきましても

だいたいこのような傾向が見られます。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 こうしてみますと、本町地区に空き家を求める方は、

本町地区以外の市内の方が多いってことですけれども、

本町地区以外の空き家を求められている方は、かえっ

てやっぱり田舎暮らしっていうか、そういう静かな環

境を求めて、農村の風景とかそういった環境を求めて

来られているというふうなことで印象を受けたところ

であります。やはり尾花沢市の緑豊かな自然、そうい

った空気、景観が良くて、自然が多い、空気もおいし

いと、そういったところはやっぱり、かえってこの本

町地区以外の空き家のほうに特徴が表れているんでは

ないかなと思いますので、この辺について、これから

もやっぱりＰＲをしていく必要があると思いますけれ

ども、どのようにされていくかお尋ねしたいと思いま

す。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 これからも、このような傾向を踏まえまして、ホー

ムページ等で空き家の情報を掲載して周知をしていき

たいと思っております。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 それでは、次の質疑に移りたいと思います。 

 10款２項２目小学校教師用指導書購入事業について

お尋ねいたします。決算書ですと187ページ、実績報告

書ですと75ページにあたります。それでは、この事業

は、小学校の学習指導要領改訂に伴って、全教科全学

年の教科用指導書を購入するっていう事業になってお

ります。これにつきまして、まず小学校の学習指導要

領が、今回どのように改訂されたのかについてお尋ね

したいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 改訂の内容についてご説明申し上げます。２点お答

えしたいと思います。１点目は、社会に開かれた教育

課程の実現が求められていることです。各学校におい

て必要な学習内容をどのように学び、どのような資質

能力を身につけるのか、これを明確にし、地域社会と

の協力により子どもたちの資質能力を高めていこうと

するものです。２点目は、子どもたちの主体的対話的

で深い学びを通して生きる力を育むことです。主体的

な学び、対話的な学び、深い学びを通して、知識・技



能・思考力・判断力・表現力・学びに向かう力などの

資質能力の育成を図り、子どもたち一人ひとりに生き

る力を確実に育むことを求めています。その他には授

業改善や支援の充実等についても言及しております。

以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 今の答弁をお聞きしますと、子どもたちが地域社会

との関わりということを学びながら、大事にしながら

こう生きていくと、そういったことをやっぱり学ぶと

いうことが大事なのかと思いました。また子どもたち

がやっぱり主体的に学び、やっぱり自分から積極的に、

ただ受け身で教えられるのではなくて、自分から進ん

で学んでいく。そして人とのつながり中で、やっぱり

こうコミュニケーションを大切にしながら、やっぱり

自分で勉強していくっていうふうな生きる力というこ

とをやっぱり子どもたちが持てるように、やっぱり学

んでいくということが、今回の学習指導要領の中身か

なっていうふうに思ったところであります。特にこれ

から、具体的にはどういった形で、この学習指導要領

を、子どもたちの教育の中で活かしていく考えかにつ

いてお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 ２点申し上げます。１つ、学ぶべき事項を確実に身

に着けなければいけない事項、基礎基本について、き

ちんと全員の全ての子どもに身に着けさせること。そ

してそれを元にして、自分自身で課題を見つけ情報収

集して解決していく。教えられたことだけでなくて、

それを元にしてどうやって自分の生活に結びつけ、よ

りよい社会づくりに結びつけていくか、そういったこ

とを考え、実行できる子どもたちを育てていく。そし

て地域に還元していく。そういう子どもたちを育てて

いく。そういった教育を実現していきたいというふう

に考えております。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 そうしますと、実施内容の中で、教科書それぞれ科

目ごとに額が書いているわけですけれども、国語と算

数と英語、これがやっぱり100万円を超えて額が多いわ

けですけれども、この点については、ただ今言われて

いるような基礎を身に付けるってことだと思うんです

けれども、どのようなことになっておりますか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 購入額については、こちらのほう入札するようなも

のではございませんので、定額のものでございます。

内容につきまして申し上げますと、若手の先生につい

ては、基本的な授業の進め方について基準というふう

になるものであり、年数経っている先生方については、

自分の授業を見直すために使う資料というふうになっ

ておりますので、各学校、学年ごとに一冊ずつ提供す

るというふうなことで、準備させていただいておりま

す。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 分かりました。それでは次の質問に移りたいと思い

ます。次は、10款２項１目の184ページですね、ここに

なりますけれども、旧小学校解体事業についてお尋ね

いたします。この中で、13節委託料ですね。この中に、

旧名木沢小学校校舎アスベスト調査、旧小学校廃校舎

アスベスト調査業務という項目がありますけれども、

この旧名木沢小学校について、アスベスト調査した結

果はどのようであったかについてお尋ねしたいと思い

ます。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 それでは、今ご質問あった旧名木沢小学校のアスベ

スト調査の結果についてでございますが、旧名木沢小

学校については、アスベストについては、今回の調査

につきましては、建築物の外壁にもアスベストの使用

が見られるというようなことから、近年アスベストの

対応が見直されまして、建物の解体を行う際には調査

をして解体をすることになっておりまして、そのため

の調査でございます。その結果、旧名木沢小学校の外

壁の調査を行った中では、アスベストについては検出

されてございません。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 旧名木沢小学校については、アスベストはなかった

ということであります。それで他の廃校になった校舎

でアスベストを使用したところはあるかどうかについ

てお尋ねしたいと思います。 



◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 旧名木沢小学校以外のこれから解体が計画されて

いる小学校について、５校についても調査を行ったと

ころでありますけれども、調査の結果といたしまして

は、旧明徳小学校の外壁に塗られている塗料のほうに

アスベストの含有が確認されております。他の４校に

ついては、使用されてないというような報告を受けて

おります。外壁のアスベストについては、通常飛散を

することはございません。ただし、解体の際には飛散

する危険性があるというようなことから、解体前に調

査を実施することが求めているというふうなところで

ございます。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 旧名木沢小学校以外の他の空き校舎について、５校

を検査したところ調査したところ旧明徳小の外壁塗料

の中にアスベストがあったとそういうふうなことであ

ります。やはりアスベストは健康被害を及ぼすことで、

やはりその解体の際にも十分注意して、アスベストが

飛散しないように、解体をしていく必要があると思い

ます。呼吸器系統に重大な疾患を及ぼして、命にも関

わるような病気にかかるというような危険性を持って

いる物質だと思いますので、これの解体工事にあたっ

て、今後尾花沢市ではどのように進めて行かれるかを

お尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 旧明徳小学校の校舎の解体の関係でのご質問であり

ました。旧明徳小学校の体育館につきましては、今除

雪の格納庫というふうなことで、除雪の基地になって

おります。旧明徳小学校の校舎の部分が、今現在残っ

ておりまして、こちらの部分を今後を解体して、新し

い除雪格納庫のほうを建設の予定であります。今年度、

旧明徳小学校のほうの解体工事の業務委託設計につい

て発注しております。その中でアスベストの工事のほ

うも対策工事というふうなことで、まだ今委託期間中

でありますので、設計会社のほうでそのアスベスト対

策を行っていくようなことで設計をしていただいてい

る状況であります。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 アスベストのある校舎の解体工事の発注っていうこ

とであります。やはりこのアスベスト対策を十分果た

せるような、やっぱり解体工事にしていただきたいと

思いますので、その見積額なんかもきちんと勘案して、

入札を行っていただきたいなと思いますが、その辺は

いかがですか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 先ほどの質問のほうもう一度、聞き取れませんでし

たので、再度お願いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 アスベストの対策についても、きちんとしたやっぱ

り対策工事が十分果たせるような、やっぱり入札なん

かもしていただきたいなということで、その辺につい

てどのように考えておられるかについてお尋ねしたと

ころでした。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（髙 橋   隆 君） 

 アスベストに関しましては、これまでも適切に処理

しながら工事をしてきたわけでありますし、今後も適

切な処理をしながら工事のほうを発注していきたいと

思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 それではこのアスベストについて、現在の小中学校

の校舎については、どのようになっているかお尋ねし

たいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 現在使用されている小中学校につきましては、子ど

もたちが学校で生活を送る中、アスベスト対策が必要

な学校はございません。ただ先ほども申し上げました

とおり、今後解体するといったことになった場合につ

いては、再度調査をして状況を踏まえて対応していく

必要があると考えております。以上です。 

〔「議事進行上」と呼ぶ者あり〕 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 鈴木裕雅委員。 



◎鈴 木 裕 雅 委員 

 ただ今の質疑は、同じ質疑の繰り返しであります。

適正な質疑を求めます。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員に申し上げます。質疑については、総括質

疑の範囲を逸脱しています。議題となっている決算の

内容に沿って質疑を行ってください。 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 これは関連していることでありますので、空き校舎、

そして現在の小中学校の校舎についてはどうなのかっ

てことは、これは当然総括質疑の範囲に入ると思って

質問したところであります。 

 それでは、次の質疑に移りたいと思います。10款３

項２目決算書の191ページ読書力向上推進員配置の事

業についてお尋ねしたいと思います。これは、小学校

と中学校ありますけれども、この子どもたちの読書力

向上、これについては一般質問でもあったかと思いま

すので、このことについては、中学校に１名増員した

理由、その効果についてお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 お答え申し上げます。今年度中学校に１名増員とい

うふうなことで、配置させていただきましたが、現状

まだ全体で４名というふうなことですので、掛け持ち

で何校か担当していただいている状況にございます。

今回、２校閉校に伴いまして、蔵書についての処理、

それから、新しく購入する図書等についての処理等出

てきております。例年以上に、その図書についての処

理内容増えておりますので、学校の要望を受けまして

１名増員とし、尾花沢中学校のみ１名日常的に配置で

きるようにというふうにしたところでございます。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 分かりました。それでは、読書力向上推進員につい

て司書の資格を持っている方は今回採用しなかったっ

ていうことですけれども、これ司書の資格があったほ

うがいいのか、ないほうがいいのかどういうふうに考

えておられるかお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 この点についてお答えいたします。今回については

採用の要件として司書の資格を要するっていうような

ことは求めないというふうにしてやったものでござい

ます。ですから、その４名中、司書の資格を有してい

る方もいらっしゃいます。そういうふうな状況にござ

います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 ４名中司書の資格を持っておられる方がいらっしゃ

って、その方の指示にしたがって、読書力向上推進員

の仕事をされているってことであると思いますので、

分かりました。なるべくやはりその資格も、これ国家

資格でありますので、こういった資格を持った方にや

っぱり携わらせるというほうが妥当ではないかと思う

んですけれども、どのように考えておりますか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 これにつきましても、先日も申し上げたとおりなん

ですけれども、資格を有するというふうなことを要件

にした時に、学校の要望に応じた人員を配置すること

が難しくなってまいります。ですので全ての業務に堪

能な方ばかりではないかと思いますけれども、学校の

力になれるような人材を１人でも多く派遣できるよう

にというふうな市の方針にしたがって進めております。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 なるだけそういった資格のある方を配置できるよう

に今後ともしていただきたいなと思います。 

 次に、10款２項２目小学校社会科副読本改訂につい

てお尋ねします。「私たちの尾花沢市」ということで拝

見させていただきました。対象が３年生から４年生と

いうことでありますので、尾花沢市の地域社会を知る

最初の手がかりとしては素晴らしい副読本になってい

るのではないかと思います。今後どのように活用され

るかについてお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 お答えいたします。社会の副読本って言うとあまり

聞きなれない言葉かと思いますけれども、子どもたち

にとっては、これは教科書に準じる内容であります。

いわゆる教科書というのは、国全体のことを網羅して

作られておりますけれども、この小学校の３年・４年



というのは、地域についての学習ということになりま

すので、我々で言えば尾花沢市について学ぶ内容にな

っております。ですので尾花沢市独自の学習というふ

うになりますので、その中の教材、例えば新しくなっ

た尾花沢市役所であるとか、歴史文化について、それ

から尾花沢独特のスイカの選果場であるとか、独特の

文化、そして尾花沢市独自の様子について学ぶ内容を

網羅して作られているものであります。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 もっともこの副読本を十分活用されて、また子ども

たちが主体的に尾花沢のその他の姿、さまざまな分野

についても、主体的に学べるように教育を進めていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。私の総括質疑はこれで終わります。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野隆一委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 最後の総括質疑をさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 実績報告書の92ページに、住民異動関係届出数が掲

載されています。これを見ますと、転入者数214名から

転出者数444名を差し引きますと、230名が住民の異動

関係で減少しているということでございます。尾花沢

市総合戦略の検証における社会動態の増減数の数値目

標は250名というふうになっております。これを下回る

ということで、そのＫＰＩを達成したというふうに評

価されるだろうと思います。一方転入者についても、

280名という数値目標ございます。280名が転入しても

630名が転出をしない限り、社会動態増減数マイナス

250名という目標値は達成をしているっていうふうに

みなされることでございます。尾花沢市も非常にこの

今、急激な人口減少をどう抑えていくかというような

戦略として、この今の私申し上げた、その目標値の見

直しが必要じゃないかなと思いますけどいかがでしょ

うか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 青野委員からは、人口の動向についてご質問いただ

きましたけれども、確かにこの250人マイナスという目

標値につきましては、平成27年度に作られた数値でご

ざいまして、その時は平成22年の国勢調査をベースに

して作られた数字だというふうなことでございます。

青野委員仰るとおり、今の現状と相当な乖離が出てき

ているということは事実でございます。そういったこ

とを踏まえまして、今回第７次総合振興計画と一緒に、

今後の総合戦略合わせて人口ビジョンを策定する予定

でございますので、十分そういった意見を踏まえなが

ら、現実に即した形で目標値のほうを設定してまいり

たい。さらには、そういった目標値を設定はするんで

すけれども、それには当然施策を踏まえた目標値とい

うふうなことになりますので、議員の皆さんとも十分

議論しながら進めてまいりたいと思います。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 総合政策課長から素晴らしいご回答いただきました。

やはり人口減少を抑えるか議会も一緒になって、そう

いった指標についても、しっかりと見直しをして、第

７次総合振興計画に反映していただきたいと思います。 

 次に移ります。実績報告書の27ページ、老人クラブ

助成金事業についてお伺いいたします。これも先ほど

申し上げました総合戦略では、平成26年、37あった老

人クラブ数を39クラブに増やしたいという数値目標ご

ざいました。今回の実績報告書では、残念ながら33ク

ラブというふうになっております。今後どのような政

策をあるいは対策を考えているのか、お伺いいたしま

す。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。老人クラブについては、今後の

地域づくりにも含めて重要な役割を担っていただいて

いると思っております。昨年度、寺内で１つ、新規の

老人クラブが発足しましたけれども、今後もそういっ

た各地区に老人クラブがあって、それが老人の皆さん

を含めて、地域づくりのリーダーとして活躍できるよ

うな、そんなクラブのお助けできるように努力してま

いりたいと思います。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 市の政策として、その補助金なりを、お話をしなが

ら拡大をしていきたいということで、決算書にもそう

いった内容が盛り込まれております。１つお聞きした

いんですけれども、活動補助金をいただくためには、

市老人クラブ連合会に加入するということが前提にな

っております。そしてそのために、負担金を上納しな



ければならないとなっておりますけれども、その負担

金の額と使途についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。老人クラブの連合会については、

社会福祉協議会が事務局になっているところでありま

すけれども、その決算書を頂戴いたしましたので、ち

ょっとご紹介します。支出の部については、大きく運

営費と事業費に分かれておりまして、運営費について

は事務局の手当とか、会議の費用に充てているようで

す。例えば負担金、県老人クラブや市のボランティア

の連盟のほうにも負担金が支払われているようです。

あと事業費につきましては、福祉体育ということで、

例えばグラウンドゴルフとか輪投げの事業費になって

おるようです。また研修費、県老人福祉大会と研修費、

それから地域活動等にも各地区のほうに割り当てられ

ているようです。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 せっかくですね、その単位クラブに活動助成をして

いただいておるんですけれども、それが上部団体に加

盟することによって、結構相当の負担金を納めなけれ

ばならないというようなことになっているようであり

ます。先ほどありました、寺内プラチナメンバーズク

ラブということで、40名ほど３年前から組織を創設い

たしまして、私も一員としての活動させていただいて

います。花見とかレクリエーション大会あるいは旅行

なども含めて、集まっている方々が、たくさんの方が

いきいきと元気はつらつに活動されている姿を見ます

と、やはりこれからの尾花沢市の地域づくりの一環と

いたしましても、老人クラブのクラブ数を増やすとい

うことももちろん大事なんですけれども、やはりその

地域地域に見合った、ようはお茶飲みできるような、

私はサークルでも結構だと思います、やっぱり行く場

所、その集まれる場所、そういった場所づくりについ

て、今後ともぜひなお一層のご努力をお願いしたいと

いうふうに申し上げます。 

 次に、実績報告書の66ページ、67ページまたがって

おりますけれども、ここには住宅リフォーム支援事業、

あるいは市営住宅営繕工事、あるいは市営住宅等長寿

命化改修事業等々、いわば尾花沢市公営住宅等長寿命

化計画に沿った多額の改修費が計上されてきておりま

す。９月１日の市報お知らせ版を見ますと、市営住宅

空き戸数は18戸とございました。長寿命化を図って、

経費をかけているわけですけれども、さらにこの空き

戸数が増えるんじゃないかという心配がございますが、

いかがお考えでしょうか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。今、青野委員からありました、

住宅の関係で、長寿命化計画に沿った多額の改修費が

かかっているというようなことであります。その中で、

やはりあの今回９月１日号のお知らせ版で、市営住宅

の空き戸数ということで18戸募集をかけまして、２戸

まず応募があったところであります。ただ18戸以外に

も、空き家として７件ほどありまして、空き戸数の数

としては、もっと多い状況であります。従来から市営

住宅の空き戸数の課題ということがありました。そち

らのほうも、今、次期の都市計画マスタープランの策

定中であります。それで、さまざま空き戸数の活用に

ついては、そのマスタープランの中で、さまざまな尾

花沢にあった利活用というようなことで検討していき

たいと考えております。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 決算報告にあるとおり、私は改修費をかけるなと言

っているわけではございません。やはりその環境整備

をして行かなきゃならない。しかし、今の尾花沢市の

その公営住宅に対する要望ニーズというのは、変わっ

てきているんじゃないかなというふうには思っており

ます。そうした意味で、民間アパートにつきましても、

この家賃補助を行って活用を図っていくと、あるいは

一般質問でも出されましたケア付き高齢者専用住宅、

こういったものを建設して、そういうことによって、

この住み慣れた尾花沢で、一人ひとりの市民が、この

尾花沢で暮らし続けられる、そういった市民ニーズに

応じたこれからの住宅政策が求められると、転換が求

められると思うんですけれども、いかがですか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 市の住宅政策の転換というようなお話であります。

こちらのほうは議員仰せのとおり、先ほど言った住宅

の空き家の利活用と一般質問で言ってましたけれども、

ケア付き高齢者向けの住宅というようなことで、やは

り、尾花沢のニーズに合った住宅の施策というような



ことで、転換していく必要があろうかと思います。こ

ちらのほうは、先ほど住宅の空き家の利活用も含めて、

そのケア付きの高齢者の住宅についても、次期都市計

画マスタープランの中で示して、関係機関と調整しな

がら示していければと考えております。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 よろしくお願い申し上げます。次に、実績報告書52

ページでございます。高齢者買物支援業務委託の配達

金額総額が計上されておりますけれども、52万8,426

円となっております。今どの集落でも、地域から店が

どんどん消えていっているというふうな状況で、いわ

ゆる買い物がなかなかできない。そういった支援策が

今必要になってきているんじゃないかなというふうに

思っております。今の商店街協同組合と連動した500

円以上買い物すれば、配達をしますという考え方なん

ですけれども、もう一歩突っ込んで、これもどなたか

質問をされておったんですけれども、生鮮食品とか、

あるいは日用雑貨なども取り扱う、むしろ地域に足を

運んで販売をするという移動販売方式、こういったも

のを導入していく必要があるんじゃないかと私は思っ

ておりますけれども、いかがお考えでしょうか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 委員からは、１カ月の金額が44,000円ということも

含めまして、やはり移動販売の導入について検討され

るべきでないかっていう話だと思います。確かに現在

の宅配システムにつきましては、移動販売と単純に比

較した場合は、やはり宅配のほうがコストが掛かって

いるのは確かっていうふうに捉えております。ただし

移動販売車につきましては、昨日も小関委員の質疑で

出ましたけれども、商品の品揃え、または在庫管理な

ど総じて利益を生む難しさがあると考えております。

また、訪問エリアについても、街から離れた広い地域

でありますので、市町村の境界に縛られるものではな

いというふうにも考えております。そのため、当市だ

けで解決できない広域的な課題の１つでありますので、

現在話し合いを進めている部分でもあります。その状

況については、総合政策課長より答弁いただきます。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 今、永沢課長のほうから総合政策課のほうでという

ことでございますけれども、今はですね、県が主催す

る買い物支援ワーキングチームといったものが組織さ

れてございまして、その中で本市も参加しながら、買

い物困難者への支援をどうしていくかといったことを

話し合いを進めさせていただいております。その中で

は、民間事業者による移動販売の取組事例などが多数

紹介されているわけでありますけれども、現在比較的

人口が多い自治体などで限定されておりまして、北村

山地域での民間の参入というのはないということでご

ざいます。ただ、先日新聞報道にあったんですが、県

内に拠点を置きます大手スーパーさんが、県内全域で

移動スーパーの事業に参入するとの旨の報道がなされ

てございます。今後ですね、こうしたことを踏まえ、

先に導入しました他市町村の状況を収集しながらです

ね、本市の実情も踏まえ、導入する方向で考えていく

必要があるというふうに思っております。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 ただ今答弁の中で、北村山地方にはないということ

でございました。私の知る範囲でございますと、村山

市に２台の保冷車を備えた移動販売を実際にやってお

られます。これは、導入当初に村山市のほうから財政

的な支援を受けましたけれども、その後は自分の商品

をちゃんと村山保健所の検査等々とおしながら、肉・

卵あるいは日用製品を村山市内の地域に移動販売して

いると。私ちょっと電話しましたら、実は寺内にもそ

の方はやってきているんだと。市町村とかいろんなコ

ンタクト取りながら、何時に何処という連絡がありま

したら、今のところ相談に応じていきたいというふう

なことでございます。あと今年から、村山では、野菜

に限ってますけれども、ちょっと名前忘れました、移

動販売、市内の地区を回っております。決して、北村

山にないということではございません。そういうふう

な形で、初期導入については、行政の手助けが必要だ

と思いますけれども、今確かにその業者さんも大きな

利益はないと。でもそういう困っている、切羽詰まっ

ているところに、多少のボランティアも含めながら、

私やっているという話をお聞きいたしました。そうい

うことでありますので、今ありました県のワーキング

チームとの話を進めながら、尾花沢市でも、大手スー

パーさんも含めながらということで、何らかの形で導

入図っていきたいという答弁がございます。ぜひです

ね、そういった私が申し上げた実例なども参考にして

いただきながら、それはやっぱりできるだけ早い時期



に、そういった移動販売、頼んで物を持っていくんじ

ゃなくて、来たものを目で見て買えるという、そうい

うところが、今の尾花沢の方式と大きく違うところじ

ゃないかなと思いますし、そういうことも含めながら、

ぜひ来年度に向けて検討していただきたいというふう

に思います。 

 次に、実績報告書の28ページ高齢者おもいやりタク

シー扶助費、1,002万3,000円についてお伺いいたしま

す。ここにも書いてあるわけですけれども、申請者に

ついては1,176人ということで、前年度よりも1.6倍っ

てことで大幅に増加しております。ただ使用枚数なん

ですけれども、使用枚数については18,242枚から

20,046枚と前年単位で1.1倍ということで、使用自体が

あまり伸びてないということがございます。この辺に

ついてはどのように考えられるのか、そして使用率を

向上させる方策についてもお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。おもいやりタクシー券の使用率

の向上というようなことのお尋ねかと思います。まず

実態ですけれども、今委員からありましたように、令

和元年度の実績が1,176人、ちなみに令和２年の４月１

日段階で75歳以上の方が3,424人です。ですので34.3％

の方に申請をいただいているという数字になります。

もちろんこの数字の中には、免許を持っている方ある

いは施設に入ってらっしゃる方も含めての数ですので、

それからすると、この34％ってのは、かなりの割合の

方が申請をいただいたのかなと捉えております。前に

も申し上げましたように、このタクシー券は、やはり

安心のためにも持っているということがまず大事なん

だなと思います。実際私の家族もそうなんですけれど

も、例えば母親が今日いただいて、私の父親は免許を

持って、例えば医者に行く時もほぼ父親の車に乗って

行くんですけれども、それでも一応持っておく、そう

いった使われ方もご近所を見てもいらっしゃるのかな

と思います。ですので、分母が大きくなればなかなか

使用率というところは伸びないのかなとは思います。

ただ、今後はそういう伸びと使用率も上げていかなけ

ればならないと思います。例えば、今年からお買い物

タクシーというようなことで、タクシーの方にお買い

物を頼むというような事業も含まれております。それ

から本町地区に、例えば通院とか買い物とかという場

合がございますけれども、例えば地区の行事ですとか、

イベントですとか、そういうところにも気兼ねなく使

えるんだよというようなことも周知して、利用率の向

上に努めていきたいと思います。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 福祉課長からご答弁ございましたけれども、やっぱ

り交付枚数が上がってきている。私は、今の市民の足

の確保というのは、ドアtoドアにやっぱり大きく変化

をしてきているんだなと、それが重要になっているん

だなと思います。ただ使用ということになったときに、

なぜ使用率が上がらないのかというところを、もう少

し分析をしていただきたいなというふうに思います。

私はおそらく今年は、もっと上がるんじゃないかと思

っております。というのは、本町地区は12枚の交付で

あります。前年度は10㎞以上であっても36枚でござい

ました。そうしますと、尾花沢タクシーさんにお聞き

しますと、市内の初乗り590円でほとんどいけますよと、

初乗りで目的地までいけるんですよということでござ

いました。市内の毒沢とかあるいは銀山とか、含めて

だと思いますけれども、やっぱり4,000円くらいかかる

と、それに対して36枚ですと、18,000円くらい。そう

しますと、やはり、なかなかその何回も何回もという

わけにはいかないという、その使用枚数にどうしても、

いざという時にやっぱり行かなきゃならないというふ

うなことで、私はあるんじゃないかなというふうな想

定をしております。したがいまして、今年は10km以上

は確か48枚までいただいたということで、非常に私、

そういうことがむしろ使用頻度をあげていく具体的な

政策じゃないかというふうに思っております。そんな

意味で、改めましてその市民の足として、大いに利用

していただくような方策、私が申し上げたことを含め

ながら、分析をしていただいて、確保していただきた

いというふうにお願いしたいと思います。 

 次に、実績報告書の48ページ有害鳥獣対策事業につ

いてお伺いいたします。こちらのほうの実績報告書を

見ますと、電子柵の設置箇所、県の補助金２分の１を

使ったものが31箇所から35箇所に増えている。市単独、

これは４分の１の補助でありますけれども、５箇所か

ら21箇所、いわば県の補助金をいただかなくても、や

はり電気柵を設置をするというところが非常に現実的

に増えてきている。前年度対比で36箇所から56箇所に

増えました。個人対応は一生懸命それぞれの農家の皆

さん方、やっておられます。しかし、その鳥獣の被害

というのは、むしろ拡大する一方だというふうに思っ

ております。私も、今朝電話いただきました。とにか



くイノシシ何とかしてくれと。そして罠をかけても実

はなかなかイノシシというのは捕まらない。田んぼの

畔から含めて、あと田んぼの稲を食べる。体全身で田

んぼを平らにして、臭いが付くもんですからこの米は

売れないと、非常に今、寺内地区だけじゃなくても全

市で､イノシシに対する被害というのは､どんどんどん

どん拡大してきているんじゃないかなというふうに思

っております。ただそれが、現実的には市農林課のほ

うになかなか声が届いてないという、言ってもその対

応について、現場に来てきてくれることはあるんでし

ょうけれども、いろいろ聞き取りとか何かあると半日

ぐらい時間を要するということで、熊とか発見しても、

実はなかなか通報はできてない。いわゆる情報が把握

できていない状態なんじゃないかなと思いますけれど

も､その点については､どのようにお考えでしょうか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 鳥獣被害の実態についてのお尋ねだと思います。確

かに鳥獣被害対策についてはなかなか有効な対策がと

れなくて本日まで来ております。委員仰るとおり今年

度は、イノシシによる被害の通報が、大変多くござい

ます。現場のほうで、状況の確認をさせていただきま

して、その後の対応ということで、こちらのほうで対

応させていただいております。まずはですね、やはり

今、国の法律では、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律という法律に基づきまして、

私たち日々業務に携わっているわけですけれども、や

はり国の法律が一番最初に、野生鳥獣は保護の観点か

らというものになっております。その中で、やはり悪

さをした鳥獣に対しては、有害鳥獣として認定を行い

ながら捕獲という流れになっておりますので、大変農

家の方、関係者の方には、ご足労おかけしております

けれども、その有害認定をする際の現地の立ち合いな

どもお願いしていると、ですけど半日もかけることは

ございませんので、ぜひとも周りの人から、そういう

ご相談をいただいたならば、農林課のほうに電話一本

お掛けいただけるように、ご指導のほうよろしくお願

いいたします。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 半日かかると思っていませんけれども、私が指導す

るんじゃなくて、やっぱり農林課として、そういった

対応について協力をしていただけるような方策をやっ

ぱりやっていかないと、その諦め感みたいなものが、

多少どの地域でもでてきているんじゃというのが、私

の危機感です。そういうことじゃなくて、一般質問で

もありましたように、行政と住民が一体となって、そ

の対策をやっていく。そのためには手を差し伸べると

いうことは何度もやりますので、それをやるには、地

域に出向きながら、どんな状況があるのか、しっかり

と把握をして、その対策についても、電気柵ではなか

なか解決していないという実態を踏まえて、これから

の鳥獣被害対策をしっかりやっていただきたいと思い

ます。 

 最後になりますが、通告にはありませんでしたが、

一般会計の繰出金についてお伺いいたします。昨年度

の特別会計の繰出額は８億7,400万円、前年度対比で

3,000万円の増加となっています。さらに、公立病院・

環境衛生事業組合の負担金、これを合わせますと、13

億2,300万円、7,000万円の増額となっております。こ

のことについて財政課長はどんなふうにお考えでしょ

うか。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（髙 橋   隆 君） 

 繰出金でありますが、ここ数年若干増えております

が横ばいで進んでいると思っております。特別会計に

つきましては、特定の目的のために、歳入歳出を一般

会計と区別して、個別に処理して設けられた体系であ

りまして、その中の利用料なり、目的税なり、こちら

のほうを財源として行われているわけでありますが、

それだけでは不足するということで、一般財源のほう

から繰出を行っているものであります。特別会計それ

から企業会計ありますけれども、一般会計からの繰出

としては、できるだけ少なくするよう各会計のほうか

ら努めてもらっているところでありますが、やはり人

口の減少でありますとか、なかなか収入のほう、歳入

のほうが増えないのが現状であります。かといって料

金を上げるとか、税額を上げるということになります

と、市民の負担を増やすことになりますので、そちら

についても、なかなか難しいっていうふうになると思

います。つきましては、小さなことでありますけれど

も、事務事業の見直しでありますとか、そういうふう

なことで節減すること、それから中央診療所会計それ

から北村山公立病院に関しましては、国の重要事業要

望のほうで、国のほうへ支援のほうをお願いしている

というのが実情であります。以上です。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 



 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 やはり、一般会計繰出金、これから特別会計等々の

審査されるわけですけれども。やはりこれ一般会計か

らの繰出金があるから、それぞれの独立した特別会計

に、やはりどれだけ一般会計から持ち出しがあったか

については、そのことは、しいて言えば、やはり一般

会計の使い道、そのものが縮小になってくる。いわば

主として行っている事務事業にも差し支えがくるわけ

ですから、やっぱりそういった点をしっかりと把握し

ながら、歳出についてもしっかりやっていただきたい

というふうに申し上げまして、市政クラブの総括質疑

を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 以上で、市政クラブの質疑を打ち切ります。 

 これにて、決算議案７案件に対する総括質疑を終結

いたします。 

 次に、日程第８、分科会の設置及び付託であります。 

 この際、お諮りいたします。当特別委員会は、審査

日程にしたがい、別紙分科会付託議案一覧表のとおり

分科会を設置し、これに付託の上、さらに細部にわた

って審査を行いたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 ご異議なしと認めます。よって２つの分科会を設置

し、これに付託の上審査を進めることに決しました。

各分科会委員長には大変ご苦労をおかけすることと思

いますが、分科会の運営については格別のご配慮を賜

りますようお願いいたします。 

 なお、全委員による決算特別委員会は、各分科会の

審査終了を待って、９月25日、午後１時から議場にお

いて再開いたします。なお、事務局長より分科会に関

する連絡をいたさせます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 ご連絡を申し上げます。ただ今分科会が設置されま

したが、第１分科会につきましては、防災研修室１に

て、第２分科会につきましては、防災研修室２にて、

それぞれこのあと直ちに審査に入られるようお願いい

たします。以上で連絡を終わります。 

◎決算特別委員長（星 川   薫 委員） 

 本日は、これにて散会いたします。大変ご苦労様で

ございました。 

 

            散 会  午前11時32分  


